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.①下水道事業を実施するには．
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出典：令和７年度下
水道事業の手引き
ｐ39抜粋

主に下記の赤枠１～４の手続きを実施することで，下水道事業が行えます。
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.②今年度(R７)に実施している手続き.
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出典：令和７年度 下水道事業の手引きｐ39抜粋
※上記，「手続の順序」の②～⑩を今年度実施している

令和７年度

令和６・７年度

●事業計画の策定
公共下水道の管理者は，公共下水道を設置し
ようとするときは事業計画を策定しなければなら
ない。(法第４条第１項)
事業計画は長期間の計画を定めても計画の実
行性が低くなるため，優先度の高い区域におけ
る概ね５～７年程度の間に整備可能な内容につ
いて策定することが望ましい。

●都市計画事業認可
下水道法の事業計画を策定し，都市計画事業
として下水道事業を開始するには，都市計画法
の事業認可を受けることが必要(都計法第５９条)

下水道は，都市計画に定められるべき都市施
設の一つであり(都計法第４条第５項，第11条第
１項第３号)市街化区域については，都市施設と
して少なくとも下水道施設を定めるとされている(
都計法第13条第１項第11号)
下水道の都市計画決定については，都市施設(
処理場，管きょ等)の種類，名称，位置，区域を定
めるほか，排水区域を定めるように努めることと
されている(都計法第11条第２項，都計法施行令
第６条)



.③下水道都市計画決定（変更）内容.
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旧（変更前）新（変更後）

１．下水道の名称
東海村公共下水道

１．下水道の名称（変更なし）
東海村公共下水道

２．排水区域
汚水：約1,590ha 雨水：約1,730ha

２．排水区域（変更なし）
汚水：約1,590ha 雨水：約1,730ha

３．下水管渠
起点：東海村大字白方字島篭
終点：東海村大字白方字六反町
延長：約900ｍ

３．下水管渠（変更なし）
起点：東海村大字白方字島篭
終点：東海村大字白方字六反町
延長：約900ｍ

４．その他の施設４．その他の施設（変更あり）
名称：東海村衛生センター

（し尿受入施設）
位置：東海村大字豊岡字向渚
面積：約10,100㎡

下水道の都市計画決定は下記の１～４の項目が１つのパッケージとなっており，
いずれかが変更となれば，下水道の都市計画決定（変更）が必要となります。
今回は，東海村衛生センターを下水道施設（し尿受入施設）として位置づけました。

な し



.④都市計画変更結果（総括図）.
5

・令和８年１月１４日(水) 茨城県都市計画審議会に諮問
⇒意見なしで可決。
⇒上記結果より、令和８年１月２９日(木)に決定告示。



.⑤本村の現下水道計画の概念図.
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全体計画区域面積
約1,617ha(令和6年度見直し)
計画目標年次： 令和32年度

現行の事業計画区域面積
約1,453ha(令和5年度見直し）
計画期間：令和6～7年度

全体計画に定められた施設のうち，5～7年
間で実施する予定の施設の配置等を定める
計画であり，下水道を設置しようとするときは
，事業計画を策定する必要があります。
【下水道法第4条(公共下水道の場合)】

将来的に取り組むべき下水道計画で，人口
減少社会の到来などを踏まえ，概ね20～30年
後の間で適切に設定することとされています。
【任意計画。下水道の手引き等で策定すること
を定めている。】

・事業計画区域

ひたちなか市

東 海 村

全体計画区域

行政界

※(参考)行政区域面積：約3,800ha
※笠松運動公園の汚水は，東海村を経由
して，那珂久慈流域下水道に流れている

那珂市

笠松
運動公園

最終的に，全体計画面積と，事業計画面積が
一致するように，事業進捗に合わせて事業計
画を見直し,下水道事業を推進する。



.⑥今回（R7）の事業計画変更内容.
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― 主な変更内容 ―

①：事業計画区域の拡大(既計画から約１６４ha増)
⇒本村の下水道事業(新設整備)は終息に向かっている状況であり，令和６年度に
見直した全体計画区域(約１，６１７ha)と同じ区域(面積)となるように，事業計画
区域も拡大をする。
※全体計画面積(約1,617ha)-既事業計画面積(約1,453ha)=約164ha増

②：東海村衛生センターの下水道施設(し尿受入施設)へ位置づけ
⇒汚物処理場として利用していた東海村衛生センターについて，令和８年１月の
茨城県決定の都市計画変更の決定告示を受けて，下水道施設(し尿受入施設)
として，整備工事，供用開始するべく事業計画に位置づける。

③：計画期間の延伸(令和８年度～令和1４年度の７年間延伸)
⇒現行の事業計画が令和７年度で計画期間満了のため，計画期間を延伸する。
計画期間の設定については，本村が属する那珂久慈流域の事業計画期間と
整合するように設定するものとする。



.⑦下水道計画一般図１/２（村南側）.
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ハイパーカミオカンデ
中間検出器施設

特別養護老人ホーム
オークス東海

①既計画面積：約1,453ha

↓

変更後面積：約1,617ha

（約164haの区域拡大）



.⑦下水道計画一般図２/２（村北側）.
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東海村衛生センター
下水道施設(し尿受入施設)



10

.⑧事業計画変更の進捗状況と今後の下水道整備.

〇事業計画変更の状況

・事業計画変更(案)の縦覧を実施【令和8年１月16日(金)～30日(金)】

⇒縦覧者：０名

⇒意見者：０名(意見書提出なし)

・県へ事業計画変更協議申出・変更認可申請書提出【令和８年２月６日(金)】

⇒現在，県へ提出した資料の承認待ちです(令和８年３月に承認見込み)

今後の下水道整備として，未整備地区(主に国道６号の拡幅工事に伴う整備地

区や，東海中央土地区画整理事業の進捗に伴う整備地区) 及び，今回の事業計

画変更で拡大した箇所を中心に新設管渠整備を進めてまいります。

また，整備済の下水道施設(管渠・ポンプ等)については，定期的な点検・調

査を実施し，適切な維持管理を行ってまいります。

〇今後の下水道整備について


